
評価項目 個別項目 判断の目安 評点

１　利用者の満足度を
把握し、自己評価を適
切に行っているか。ま
た、それらを反映させ
る仕組みを構築してい
るか。

〇利用者アンケート等からサービスに係る課題を抽出し、
課題への対応策を講じて改善するなどの工夫が見られる
か。
○施設のサービス水準を確保するため、受付・電話対応・
その他接客マナーなど、標準的な業務実施手順や注意点等
をマニュアル化しているか。
〇苦情処理の適切な対応が可能なマニュアルや体制が整備
されているか。
〇利用者が苦情や意見を述べやすいよう、窓口（苦情係、
ご意見箱の設置、HPでの受付等）を設置しているか。
〇日々の利用実績を記録し、定期的（週単位、月単位等）
に集計しているか。

3.80

２　地域・施設の特性
を考慮した運営を行っ
ているか。

〇地域住民、自治会等の地域の団体、関係機関などの関係
団体との連携を図るため、情報交換を行っているか。
〇人的資源や場所の提供を通し、各種地域活動へ参加して
いるか。
〇指定管理者の独創的で魅力的な取り組みが、利用者サー
ビスの向上や利用者増、地域活性化などにつながっている
か。
〇自主事業の開催に当たっては、利用者ニーズを反映さ
せ、事業目的や効果を明確にし、より多くの利用者に参加
してもらえるよう、各種工夫を行っており、また、対象別
に多様な事業を実施しているか。

3.93

３　個々の児童の年
齢、発達状況などに対
し、柔軟な運営を行っ
ているか。

○保護者等との面談や学校等との連携の下、個々の発達段
階に応じた主体的な遊びや生活に対する支援を提供してい
るか。
〇利用者、特に社会的弱者にとって公平・公正に利用でき
るマニュアル及びシステムを構築・運用しているか。
〇職員の意見を取り入れながら、標準的な業務実施手順等
をスタッフミーティング等において定期的に見直している
か。
〇わかりやすい言葉づかいや図、イラスト、写真等を活用
し、誰にでもわかる工夫をして情報提供しているか。

3.86

評価項目⑤は対象事業に応じて選択

【評価の理由（3.00以上）】
・利用者の声を真摯に受け止めている。法人の強みである地域との連携が上手く展開されていると評価する。
・Canvasを作成したことによりこどもへの対応の変化として表出されていると見受けられる。
・人権を尊重し個人差に配慮しながら対応している。（北エリア全体）
・地区社会福祉協議会のほか、古くからの地域とのつながりが十全に活かされた運営が行われている。
・地域を活かした特色ある取り組みができている。
・アンケートの他にも子どもたちの声を取り入れる工夫がされている。
・子ども教室プログラムの編成に子どもの要望を取り入れている。
・アンケートについて、WEB回答を取り入れることで回収率が上がっており、工夫が成果として表れている。（北エリ
ア学童クラブ全体）
・わこうっこぷらすを実施し、待機児童対策に努めている。（下新倉学童クラブ、下新倉小わこうっこクラブ）

①サービスの維持・向上
に向けた取組が行われて
いるか。

令和７年度４月～９月分　モニタリング評価表（北エリア）
和光市児童館及び学童クラブ一体型放課後対策事業指定管理者：社会福祉法人和光市社会福祉協議会

代表者氏名※ 調査・評価者氏名

調査日時　　　　　　　　   ２０２５年１２月８日（※指定管理者のみ記載）
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１　適正な施設の維持
管理、運営が行われた
か。また、必要な修繕
を適切に行い、市に報
告しているか。

〇事業計画書等に沿って、建物・設備・備品・樹木・鍵等
が適切に管理されているか。
〇本棚・ロッカー等の家具・備品について転倒防止策を講
じているか。遊具・書籍等を高所に置いている場合は、落
下防止策を講じているか。
〇遊具について、老朽化の程度等に応じて、業者による点
検や自主点検等必要な対策が講じられているか。
〇施設の老朽化や不具合等について、施設管理者として対
応策を考え、適切に対応しているか。また、不具合等が発
生した場合、市・関係機関に直ちに報告をしているか。

3.13

２　市と事業者の備品
が明確に区別されてい
るか。

〇市所有の備品と指定管理者所有の備品が区別されてお
り、備品台帳に記された備品がすべて揃っているか。

3.06

１　個人情報の保護、
施設の衛生管理や日常
の事故防止などの安全
対策や事故発生時の対
応などが十分に考えら
れているか。

〇当該施設の管理に係る法令・基準等を職員が把握してい
るか。
〇個人情報の取扱いや金銭取扱い等に関するルールやマ
ニュアル等が整備され、責任者が特定されているか。ま
た、目的以外に使用していないか。
〇事故防止のチェックリストや事故対応マニュアル等を整
備し、職員に周知徹底がされている。また、事故防止策の
研修や事例研究等を実施しているか。
〇日常的、定期的に施設内外の巡回を行い、事故や犯罪を
未然に防止するように努めているか。

3.06

２　防犯、防災対策や
非常災害時等の危機管
理体制が確立されてい
るか。

〇事故発生時及び災害時の連絡体制や対応体制がマニュア
ル等で明確になっているか。
〇事故発生時及び災害時のマニュアル等に基づき、防災訓
練等を実施しているか。また、事故対応及び災害対応に係
る研修や事例研究等を実施しているか。
〇発生した事故又は災害等の内容及び対応等について記録
を作成しているか。

3.06

１　当該年度における
適正な人員（人数、有
資格者）が配置された
か。

〇職員の年次休暇は適切に取得されているか。
〇過度な超過勤務等により対応していないか。
〇職員が、急遽かけた際に、バックアップ体制は構築され
ているか。 3.66

【評価の理由（3.00以上）】
・公の施設の管理者として適切に施設の維持管理および修繕に取り組んでいる。（新倉児童館・学童クラブ）

【評価の理由（3.00以上）】
・エリア全体…各種マニュアルの整備とマニュアルに合った対応が実施できている。

②施設、設備及び備品の
維持管理及び修繕が適切
に行われているか。

③緊急時の対応、安全管
理などの危機管理が適正
に行われているか。

④快適な職場環境を実現
し、職員の安全と健康が
確保されているか。
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２職員の心身ともに健
康な状態で職務を遂行
できるよう職場環境が
整備されているか。

〇子どもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、
放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に安定した
形態とするよう努めているか。
〇職員（非常勤・臨時職員を含む）の雇入れ時に健康診断
を実施しているか。また、その費用は事業者が負担してい
るか。
〇職員の健康診断（人間ドックを含む。）は、毎年定期的
に実施しているか。
〇カウンセリングやメンタルヘルスケア等の機会は設けて
いるか。

3.13

３　事業計画書に即し
た内容・頻度で教育・
研修を実施したか。
また研修内容を関係職
員と共有しているか。

〇常勤・非常勤職員に関わらず、職員の研修計画を作成
し、内部研修を実施しており、外部研修や勉強会に参加で
きる環境を整えているか。また、必要に応じて、職員の専
門技術を高めるため、事例検討会、勉強会や意見交換会等
を開催しているか。
〇研修終了後報告をさせ、不参加の職員に研修内容を周知
しているか。
〇参加者に偏りはないか。

3.13

１　開館中児童厚生員
の配置は行っている
か。

〇事業計画書・水準に沿った児童館職員体制であり、管理
職は、他の職員の業務状況を適切に把握しているか。
〇報告書等で職員配置等を確認することができるか。

3.80

２　開催した事業数及
び事業規模は適正か。

〇年間活動計画に基づいた活動が行われているか。
〇年間活動計画の作成に当たって、反省・評価を行い育成
支援の内容の見直しと改善が図られているか。
〇年間活動計画には、児童館活動全般について、日常の自
由遊び活動から地域活動までバランスよく定め、前年度の
総括による蓄積を基に継続性があるものとしているか。
〇児童館業務に関する記録を適切に作成しているか。 3.13

３　施設間、地域団体
や子育て支援団体等と
連絡・連携が図られて
いるか。

〇健康や生活に関する相談、助言、市の関係窓口との連携
を見込める事業を実施しているか。
〇児童館の運営や活動の状況等について、地域住民等に積
極的な情報提供を行っているか。 3.26

４　子育てに悩む親へ
の具体的な子育て相談
を行っているか。

〇相談者からの相談を受け付ける窓口を設置し、利用者や
保護者に周知しているか。
〇相談者からの相談や要望に対して、迅速かつ適切に、誠
意を持って対応しているか。
〇相談者からの内容により適切に関係機関へ繋いでいる
か。

3.13

【評価の理由（3.00以上）】
・充実した職員体制が組まれている。
・エリア全体…研修の実施状況、また人材育成が適切にできている。
・職員配置について、急なトラブルで欠員が発生した際に、迅速な報告と対応をいただいており、丁寧な対応が評価で
きる。（北エリア学童クラブ全体）
・１・２・３　ともに適切に実施されている。

⑤児童館に関する事項
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５　施設及び事業に関
する広報、情報提供は
効果的か。

〇誰にでもわかりやすいホームページや広報紙等となって
いるか。
〇潜在的な利用者の掘り起こしや利用拡大に向けたアピー
ルができるホームぺージや広報紙等となっているか。
〇施設内の掲示版等を有効に活用して、利用者にわかりや
すく情報提供をしているか。

3.13

６　年齢に合わせた事
業が適切に行われてい
るか。

〇乳児期から中学、高校生世代までの子どもが気軽に利用
できる環境にあるか。
〇子どもが自ら遊びを作り出したり、遊びを選択したりで
きるように援助しているか。
〇幅広い年齢の児童が交流できる場を提供しているか。 3.86

１　開所中、基準を満
たした支援員の人員体
制及び専用区画を確保
して支援しているか。

〇事業計画書・水準に沿った学童クラブ職員体制であり、
管理職は、他の職員の業務状況を適切に把握しているか。
〇在籍児童数に見合った職員を配置し、児童一人につき必
要な専用区画を確保しているか。
〇報告書等で職員配置等を確認することができるか。 3.13

２　年齢に合わせた保
育は適切に行われてい
るか。

〇子どもが放課後児童クラブでの生活に見通しを持てるよ
うに、育成支援の目標や計画を作成し、保護者と共通の理
解を得られるようにしているか。
〇職場内での情報を共有し事例検討を行って、育成支援の
内容の充実、改善に努めているか。
〇通信や保護者会等を通して、学童クラブでの子どもの様
子や育成支援に当たって必要な事項を定期的かつ同時にす
べての家庭に伝えているか。
〇業務の実施状況や日々の子どもの状況等に関する日誌
（子どもの出欠席、職員の服務に関する状況等）を整備し
ているか。

3.86

３　懇談会や面談等を
通じ、保護者と連絡・
連携が図られている
か。

〇保護者と連絡をとり、児童の健康及び行動を説明すると
ともに、支援の内容につき、理解及び協力が得られている
か。
〇児童の生活状況変化などを保護者へ伝えているか。
〇保護者への連絡については、連絡帳、保護者の迎えの際
の直接の連絡、通信、個人面談等の様々な方法を活用して
いるか。
〇保護者に対する相談業務は行っているか。

3.20

【評価の理由（3.00以上）】
・こどもの声を真摯に受け止めることがこどもの心の安定に繋がるものと認識する。また、こどもの小さな変化や時期
的に生じやすい不安感に気づき、予防的取組の実践は高く評価する。引き続き１８歳までの児童厚生施設としての事業
展開をお願いする。
・中高生へのアプローチが利用者増につながっており、評価したい。
・１・２・３・４・６　ともに適切に行われている。
　５　広報を充実させ、積極的に幅広い年齢層に訴えていくことで、利用数の向上につながると考える。

⑥学童クラブ一体型放課
後対策事業に関する事項
（学童クラブ分）
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４　他の学童クラブ、
児童館、学校、わこ
うっこクラブ等と連
絡・連携が図られてい
るか。

〇児童館・放課後子ども教室への参加・連携がなされてい
るか。
〇児童の安全面や生活の連続性の確保等のため学校との連
携は図っているか。
〇子どもの遊びと生活の場を広げるために、学校の校庭、
体育館や余裕教室等を利用できるように連携を図っている
か。

3.93

５　通所時の学校への
迎え及び降所児童の適
正な送り出しについ
て、安全の確保に考慮
し効果的に行われてい
るか。

〇日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するた
めに、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し、
必要な補修をしているか。
〇事故やケガが発生した場合は、適切な処置を行い、保護
者、運営主体、市に報告しているか。
〇事故、犯罪、災害等から子どもを守るため、地域住民と
連携、協力して子どもの安全を確保する取り組みを行って
いるか。

3.06

６　補食、食育、アレ
ルギー児対応、食中毒
対応が適切に行われて
いるか。

〇栄養面や活力面から必要とされるおやつを提供されてい
るか。
〇食中毒の発生を防止するため、おやつ等の衛生管理を徹
底されているか。
〇給食を調理して提供する場合、検食を行っているか。
〇児童の健康状態（入所時に既往症や体質、アレルギーの
有無等）を把握し、児童に合った対応（アレルギー対応
等）をしているか。

3.00

７　利用料金の徴収に
ついて適正な会計管理
及び情報公開が行われ
ているか。

〇会計担当等をチェックする内部体制はあるか。
〇帳簿等の書類は整備されているか。
〇利用料等の徴収、管理及び執行に当たっては、定期的な
検査や決算報告を行っているか。
〇学童クラブの会計処理や運営状況について、保護者や地
域社会に対して情報公開しているか。

3.06

８　利用者の人権を遵
守した対応が行われて
いるか。

〇虐待等の禁止として、利用者に対し、児童福祉法第33条
の10各号に掲げる行為その他の当該利用者の心身に有害な
影響を与える行為をしていないか。
〇正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族
の秘密を漏らしていないか。
〇虐待の疑いのある児童の早期発見に努めているか。虐待
が疑われる場合は、速やかに児童相談所等の関係機関へ通
告しているか。
〇子どもの人権に十分配慮し権利擁護に努めるとともに、
子ども一人ひとりの人格を尊重しているか。

3.06
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１　児童の受け入れ、
帰宅時間の確認、保護
者への引き渡し一人帰
り児童への助言等は適
切に行われているか。

〇挨拶や声掛け等を行い児童が気軽に利用しやすい受け入
れ環境となっているか。
〇児童の帰宅時間や帰宅方法を把握し安全管理ができてい
るか。
〇保護者と適切なコミュニケーションが取れているか。
〇一人帰りの児童に対して配意し学童クラブとの連携によ
り、安全に帰宅できるように配慮しているか。

3.86

２　児童の健康管理や
移動補助、発達の段階
に応じた支援は適切に
行われているか。

〇児童の健康状態を把握できているか。
〇事故やケガ、急病人が発生した場合は、適切な処置を行
い、保護者、運営主体、市に速やかに報告しているか。
〇イベント型体験教室・外遊び等で学校内を移動する際の
補助が適切に行われているか。
〇低学年から高学年までの児童が利用しやすい環境にある
か。

3.86

３　学校長への報告・
連絡や学童クラブとの
連携が適切に図られて
いるか。

〇わこうっこクラブ・イベント型体験教室の使用教室や学
校行事について、小学校との連携が図れているか。
〇わこうっこクラブ利用児童と学童クラブ在籍児童が交流
できるイベントが計画・実施されているか。
〇学童クラブ在籍児童がイベント型体験教室に参加する際
の連携が図られているか。 3.33

４　イベント型体験教
室が計画に基づき定期
的に行われているか。

〇月2回以上開催されているか（4月・5月・8月は除く）。
〇スポーツや工作といった多ジャンルのプログラムがバラ
ンスよく計画・実施されているか。
〇事前申し込みが必要なプログラムの申込方法について、
保護者が申込をしやすいような配慮をしているか。
〇講師との連携が適切に図られているか。 3.93

⑦学童クラブ一体型放課
後対策事業に関する事項
（わこうっこ分）

【評価の理由（3.00以上）】
・令和８年１２月には、こども性暴力防止法による対応が開始される。対象施設となりうることを踏まえ、利用者及び
内部相互において、誤解が生じることのないよう早めの対策及びCanvasに基づくこどもとの関わり方の一層の理解をお
願いしたい。
・こどもの権利保障の視点を強化し、支援員の指針の作成や活用について、職員間で共有・実践しながら、よりよい保
育について継続的に検討している。（北エリア全体）
・専用区画を適切に活用したうえで、充実した人員での育成支援が行われている。
・学童クラブとわこうっこクラブが連携してわこうっこぷらすを実施し、待機児童の居場所の確保に尽力いただいてい
る。（下新倉学童クラブ、下新倉小わこうっこクラブ）
・怪我や事故が発生した際、迅速に報告いただいている。（北エリア学童クラブ全体）
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５　わこうっこクラブ
の職員、イベント型体
験教室の外部講師に和
光市民を積極的に活用
しているか。

〇わこうっこクラブ職員に、積極的に和光市民を活用して
いるか。
〇イベント型体験教室の講師に、積極的に和光市民を活用
しているか。 3.86

６　充実した「わこ
うっこクラブだより」
の作成・配布が行われ
ているか。

〇月1回以上の頻度で作成・配布がされているか。
〇利用方法や問い合わせ先が分かりやすく掲載されている
か。
〇休止日や行事予定が分かりやすく記載されているか。
〇季節にちなんだイラストを掲載する等、児童や保護者、
地域の方々の目に留まるような配慮がされているか。

3.80

１　業務委託事業は当
初計画と整合している
か。

〇協定書に定められた協議事項について、適切に協議が行
われるなど、責任者間での十分な連絡が行われているか。

3.20

２　関係書類について
適正な管理、保管をし
ているか。

〇鍵等によって関係書類を管理しているか。また鍵等の管
理方法が明確になっており、適切に管理しているか。

3.06

３　市への報告・連絡
等は適正に行われてい
るか。

〇管理瑕疵・過失に起因する事故は発生していないか。
〇発生したケガ・事故又は災害等の内容及び対応等につい
て記録を作成し市へ報告しているか。

3.13

４　収支状況は当初計
画と整合しているか。

〇収支計画の積算根拠が明確か。
〇当該施設の指定管理料に係る会計処理と他の事業（自主
事業等）の会計処理が分けられているか。
〇経理を担当する職員を配置しているか。 3.06

５　長期間安定的な管
理運営を行える人的・
財政基盤等を確保でき
ているか。

〇安定的かつ継続的な運営を行うために、職員体制の維持
を努めるとともに、毎年度決算書等による財政分析を行
い、長期的な観点から事業の持続可能性を確認している
か。

3.13

６　その他サービスの
質を維持・向上するた
めの具体的な工夫がな
されているか。

〇制度を理解し、法令を遵守している。また、法令遵守に
対する職員の意識啓発に向けた取り組みを行っているか。
〇放課後児童支援員等の人間性及び専門性を向上させるた
め、研修に参加する機会を設けているか。
〇民間ノウハウを活かした経費節減及び効率化への取り組
みを実施しており、成果をあげているか。
〇利用者の増加に向けた創意工夫等の取り組みが見られる
か。

3.93

⑧事業者としての努力が
なされているか。

【評価の理由（3.00以上）】
・児童が隣接事業所の窓ガラスを破損した事案について、学校と連絡調整を図りながら相手方事業所へ対応して頂い
た。（新倉小わこうっこクラブ）
・部屋の広さ等の制約がある中、環境整備により混雑緩和に努めたり学校と連携し他の教室を使用するなど、児童が過
ごしやすい環境づくりに努めている。
・怪我などの際、丁寧で迅速な処置と市への報告をしていただいている。(新倉小学校わこうっこクラブ)
・一体型施設の自由に行き来ができる利点を活用し、学童との交流が盛んに行われている(北原小わこうっこクラブ)
・読みやすく、季節ごとに工夫のあるおたよりを作成している。(北エリアわこうっこクラブ全体)
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評点の合計 評点の割合 最高点の合計

122.58 85.13 144

評点の基準例

点数

４点

３点

２点

１点仕様等を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（要改善）

評点の基本的な考え方

仕様等を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（優良）

仕様等を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（良好）

仕様等を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（課題含）

【評価の理由（3.00以上）】
・こどもの権利を保障し、地域との連携を強化しながら、こどもの最善の利益に向かって常に向上していく取組の継続
をお願いする。
・法人としての経験や地域との連携という強みを活かし、こどもを中心とした事業運営に期待したい。
・職員配置や事故報告について、迅速に市に報告をいただいている。（北エリア学童クラブ全体）

結果
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